
平成 12 年 5 月 24 日建設省 告示第 1358 号 準耐火構造 の構造方法を定める件 

 

第 5 屋根の構造方法 

二 軒裏の構造方法 

  ハ 前号ハ（2）(ⅳ)又は(ⅴ)に該当する防火被覆が設けられた構造とすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 6 階段の構造方法 

 三 段板及び段板を支えるけたが木材で造られたもので、次に該当する構造とすること。 

  ロ 段板の裏面に第 3 第三号ロ（1）から（3）までのいずれかに該当する防火被覆が設けら 

   れ、かつ、けたの外側の部分に（屋外側にあっては、第 1 第三号ハ（2）から（6）までの 

   いずれか）に該当する防火被覆が設けられたもの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：木造建築物の防・耐火設計マニュアル－大規模木造を中心として－（日本建築センター） 
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